
別紙 2 

ここの金額を確認 

資金決済に関する法律に基づく利用終了及び払戻し実施のご案内 
東城カード事業協同組合発行の「東城ニコニコカード」について 

 
平素は、ご利用いただき、厚くお礼申し上げます。 
東城カード事業協同組合発行の「東城ニコニコカード」につきましては、２０１９年５月２５

日（土）をもちまして利用を終了させていただき、資金決済に関する法律第２０条第１項等の規

定に基づき、下記のとおり払戻しを実施させていただきます。 
プリカ残高のある「東城ニコニコカード」をお持ちのお客様は、ご利用終了日までにご利用い

ただくか、以下の払戻し期間内にお申し出いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
１．ご利用終了及び払戻し対象となるプリペイドカードについて 
下記掲載のとおり 

 
 
 
プリペイドカードの保有者は 
ここに金額が表示される。 
 
 
 
 
 
２．ご利用終了日 
   ２０１９年５月２５日（土） 
 
３．払戻し期間 
   ２０１９年６月４日（火）～２０１９年９月２日（月） 
※上記払戻し期間内に申し出がない場合、当該払戻し手続きから除斥されますので、ご注意願います。 
 
４．お申し出方法及び払戻し方法 
東城町商工会カード担当窓口に「東城ニコニコカード」を持参していただき、返金申立書に振

込指定口座等をご記入の上、払戻しの申し込みをしてください。 
後日、当組合から電話連絡の上、プリカ残高をご指定の口座に全額振り込みます。 
なお、振込手数料は当組合の負担とします。 

 
５．連絡先・お問い合わせ先 
東城カード事業協同組合（東城町商工会） カード担当窓口 
 広島県庄原市東城町川東１１７５ 東城町商工会内３F 
☎ ０８４７７－２－０５２５ 

※受付・照会時間は 午前１０時から午後５時まで（土、日、祝日は除く） 
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